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グループ通算制度の投資簿価修正：資産調整勘定対応金額等が減額・消
滅する場合もあるので注意 
※2025 年 7 月 1 日号のニュースレター「グループ通算制度の投資簿価修正：資産調整勘定対応金額等が減

額・消滅する場合もあるので注意」に 2026(R8)年度税制改正の内容を加味したものです。 

 
1. はじめに 

グループ通算制度を適用している通算子法人が通算グループから離脱する場合には、その株式を保有する通算法人において

投資簿価修正を行う必要がある。原則として、その離脱する通算子法人（以下「対象子法人」）の簿価純資産価額に等

しくなるように投資簿価を修正する（法令 119 の 3⑤、119 の 4①）。このとき、明細書添付・書類保存の一定の要件を満

たす場合には、当該対象子法人の株式を購入等した際のプレミアム相当金額（資産調整勘定対応金額等）について、投

資簿価に加算を行うことができる（法令 119 の 3⑥）。 

この資産調整勘定対応金額等の加算は、グループ通算制度開始加入する以前の買収時に支払ったプレミアム相当金額に

つき、原則的な投資簿価修正では損金算入機会が失われることに対応し、その部分を投資簿価修正に加算することを認め

たものである。 

Executive Summary 

◼ 通算子法人が通算グループから離脱する場合、その株式を保有する通算法人において投資簿価修正を行うが、そ

の際、一定の要件を満たす場合には、その子法人株式取得時の資産調整勘定対応金額等を加算することができ

る。 

◼ この資産調整勘定対応金額等は、当該子法人株式を取得した方法により把握されない場合もあり、把握される

場合においても、その後の移動の経緯によって減額されたり零とされたりする場合がある。 

➢ 具体的には、当該子法人株式を購入により取得した場合など、時価が取得価額とされるときは資産調整

勘定対応金額等が把握される一方、組織再編などにより簿価を基礎とした取得価額となるときは対象外と

されている。 

➢ また、当該子法人株式について、当該子法人のグループ通算制度開始日・加入日までに 100％グループ内

で適格組織再編による移転等が行われる場合には、移転する法人では資産調整勘定対応金額等のうち

移転した部分に相当する金額が減額される一方、取得する法人では資産調整勘定対応金額等が把握さ

れないため、全体では資産調整勘定対応金額等が減額される結果となり、注意が必要である。【2026(R8)

年度税制改正あり】 

◼ 当該子法人のグループ通算制度開始日・加入日後の株式のグループ内移動については、原則としてその資産調整

勘定対応金額等の金額には影響を与えないが、当該子法人を被合併法人・分割法人・現物出資法人・事業移

転法人とする非適格合併等が行われた場合には、その取得についての資産調整勘定対応金額等は零とされる。 

◼ そのほか、当該子法人の株式の移動を行う場合には、資産調整勘定対応金額等に影響を及ぼすかどうか、必要

に応じ確認しておくことが好ましい。 
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しかし、一部の場合にはその把握がされなかったり、消滅したりすることもあるため、留意が必要である。本ニュースレターでは、そ

の取扱いを整理することとする。 

 

【投資簿価修正及び資産調整勘定対応金額等の加算の概要】 

 

2. 資産調整勘定対応金額等とは 

資産調整勘定対応金額等とは、当該対象子法人の対象株式をグループ通算制度開始日・加入日（当該対象子法人の

通算完全支配関係発生日（法令 119 の 3⑥、⑦一）：以下「開始加入日」）以前に取得した際に支払ったプレミアム相

当の金額であり、過去の買収時の対価の内訳として以下のように算出される。 

「資産調整勘定対応金額等」＝当該対象子法人の開始加入日以前に、通算グループ内の法人が当該対象株式を取得し

たそれぞれの時における「資産調整勘定対応金額の合計額―負債調整勘定対応金額の合計額」の合計額 

：すなわち、以下のように、通算グループ内の法人が取得したそれぞれの時の資産調整勘定対応金額・負債調整勘定

対応金額を計算して加算・減算したものになる 
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（注意事項） 

◼ このように、当該措置を適用するかどうかについては対象子法人ごとに判断し、適用する場合にはそれぞれ全ての取

得の時の資産調整勘定対応金額等を加算・減算する必要がある。 

◼ ただし、対象株式の取得の時期が古いなどの理由により、当該取得の時における資産調整勘定対応金額等の計

算が困難であると認められる一定の場合において、課税上弊害がない限り、以下の処理が認められることとされてい

る（法基通 2－3－21 の 4）。 

➢ 当該取得の時において計算される資産調整勘定対応金額等を零とする 

➢ その後に追加取得した対象株式について各追加取得の時における資産調整勘定対応金額等を計算し、その計

算の基礎となる事項を記載した書類を保存する 

➢ ただし、当該計算が困難な取得について負債調整勘定対応金額が計算されると見込まれる場合にこれを零とす

ることは、課税上弊害がある場合に該当し、認められない（法基通 2－3－21 の 4(注)1） 

◼ その取得の時において当該対象子法人が次に掲げる資産又は負債を有する場合には、次に定める金額の合計額

を「個別資産・負債の時価純資産価額」に加算し、次に定める金額の合計額が零に満たない場合には、その満た

ない部分の金額を「個別資産・負債の時価純資産価額」から減算する（法令 119 の 3⑦） 

➢ 資産調整勘定又は負債調整勘定（法法 62 の 8）：資産調整勘定－負債調整勘定 

➢ 営業権（独立取引営業権を除く）：営業権の帳簿価額 

 

3. 開始加入日以前の状況による資産調整勘定対応金額等への影響 

資産調整勘定対応金額等の把握は、基本的に、当該対象子法人の開始加入日においてその株式を保有する通算法人に

おいて、その株式がどのように取得されたかに注目して行うこととされている。ここでは、その取得の方法及び開始加入日までの

変動による資産調整勘定対応金額等への影響について整理する。 

(1) 対象となる取得の方法 

資産調整勘定対応金額等の計算対象となる対象株式とは、当該対象子法人の開始加入日以前に、購入した株式、又

は組織再編等による取得等以外の取得方法による株式で時価により取得価額が付されるものをいう（法令 119 の 3⑦

二、119①一・二十七）。 

【計算対象になる「対象株式」】 

 

すなわち、法令 119①二～二十六により取得価額が決定される取得方法（主に簿価引継ぎとなる取得方法）について

は、当該資産調整勘定対応金額等の計算対象から除外されている。除外されている株式の取得方法のうち、主なものは次

のとおりである。 

◼ 金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付による取得（有利発行を含む）（法令 119①二、四）（増資引受け

など） 

◼ 株式等無償交付（法人がその株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで当該

法人の株式等を交付すること）（法令 119①三）  

◼ 組織再編による取得で簿価引継・簿価を基礎とした価額となる場合（法令 119①五～十二、二十六） 

◼ 組織変更に際して交付を受けた株式（法令 119①十四） 

◼ 取得請求権付株式・取得条項付株式・全部取得条項付種類株式・新株予約権付社債等の対価として取得して簿

価を引き継ぐ場合（法令 119①十五、十六、十八、十九、二十、二十二） 

 

また、法令 119①による株式の取得には、以下は含まれないこととされており（法令 119③）、これらについても資産調整勘

定対応金額等の計算対象から除外されるため、留意が必要である。 

◼ 適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得（法令 123 の 4） 

◼ 適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得（法令 123 の 5） 
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◼ 適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得（法令 123 の 6①） 

◼ 合併及び分割の際に割り当てられ直ちに株主に交付されたものとされる、合併又は分割の対価資産に該当する合併

法人又は分割承継法人の株式の取得（法法 62①後段） 

◼ 適格分割型分割に係る分割法人による分割承継法人又は分割承継親法人（法法 2 十二号の十一）の株式の

取得（法法 62 の 2③ほか） 

 

なお、適格合併にかかる被合併法人の資産及び負債については簿価にて引き継ぐこととされており（法法 62 の 2①）、資

産の中に株式が含まれていたとしても法令 119①による取得には該当しない。 

以上により、資産調整勘定対応金額等の計算対象になるのは、当該対象子法人の開始加入日以前に、購入等により株

式の取得が行われ時価により取得原価が付された場合に限定される。 

(2) 対象子法人株式を取得した後、開始加入日以前に譲渡した場合・組織再編をした場合 

対象子法人株式を取得した後、開始加入日以前に当該対象子法人株式を譲渡1した場合には、資産調整勘定対応金

額等のうち譲渡した部分（株式数で按分）については減額される（法令 119 の 3⑥二イ～ニかっこ書）(注)。この譲渡が

100％グループ内で行われる場合、譲渡した法人においてはその部分について減額され、譲り受けた法人において資産調整勘

定対応金額等が新たに把握される。 

ここで、100％グループ内で適格組織再編による移転が行われた場合などには、譲渡した法人においてはその部分について減

額される一方、取得した側の法人においては簿価を基礎とした取得価額となり、(1)のとおり対象株式に該当せず、資産調整

勘定対応金額等は新たに把握されないことになる。このような場合には、100％グループ全体で見ると、資産調整勘定対応

金額等が減額されるだけとなる（法令 119 の 3⑥二イ～ニかっこ書、119③ほか）。 

例えば、以下のような場合には資産調整勘定対応金額等が認識されない。 

◼ 開始加入日までに対象子法人株式を適格合併・適格分割により 100％グループ内で移転した場合：対象子法人株

式を取得する合併法人・分割承継法人において、当該対象子法人株式を簿価にて引継ぎ、又は取得することになる

ため（法法 62 の 2①②、62 の 3①、法令 119③、123 の 4）、適格合併・適格分割により取得する対象子法人株

式についての資産調整勘定対応金額等は把握されない。 

◼ 開始日までに適格株式移転により株式移転完全親法人を設立し、その親法人の下でグループ通算制度を開始する

場合には、株式移転完全子法人の株式は簿価を引き継ぐことになるため（法令 119①十二イ）、当該株式移転完

全子法人についての資産調整勘定対応金額等は把握されない。 

このように、外部から買収してきた子法人であっても、その後開始加入日以前にグループ内で組織再編などを行うと、将来離

脱するときの資産調整勘定対応金額等が減額される可能性があるため、注意が必要である。 

(注)【2026(R8)年度税制改正】開始加入日以前に対象子法人について全部取得条項付種類株式を用いた完全子法

人化（法法 2 十二の十六イ）を行った場合、株主等においては全部取得条項付種類株式を譲渡して新しく株式等を

発行される法形式となるため、従来所有していた対象子法人の株式等を取得した時の資産調整勘定対応金額等が減

額される結果となっていたが、2026(R8)年度税制改正により、この場合の減額は行わないこととされた（法令 119 の 3⑥

二イかっこ書）。当該減額が行わないこととされるのは、全部取得条項付き種類株式を用いた完全子法人化（法法 2

十二の十六イ）のうち、株主等において株式等が簿価付替えとなるもの（すなわち、価額がおおむね同額となっていないと

認められる場合は除かれる）（法法 61 の 2⑭）である。 

(3) 対象株式を取得した後、開始加入日の前日までに非適格合併等が行われた場合 

また、対象株式の取得の時から開始加入日の前日までの間に、当該対象子法人を被合併法人・分割法人・現物出資法

人・事業移転法人とする非適格合併等が行われた場合には、その取得についての資産調整勘定対応金額等は零とされる

（法令 119 の 3⑦三柱書かっこ書、四柱書かっこ書）。 

ここでの非適格合併等は、法人税法 62 の 8①におけるものとされ、その詳細は次のとおりである。 

非適格合併等（法法 62 の 8①）とは： 

◼ 適格合併に該当しない合併（法法 62 の 8①） 

 

1  適格分割型分割による分割承継法人への移転は法人税法上、引継ぎとして扱われているが、ここでの譲渡には含まれることとされている

（法令 119 の 3⑥二イ～ニかっこ書）。その他の組織再編による移転は、法人税法上譲渡として扱われているため、当然に含まれる。 
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◼ 非適格分割・非適格現物出資・事業の譲受け（以下「当該非適格分割等」）のうち、分割法人・現物出資法人・

事業移転法人の当該非適格分割等の直前において行う事業及び当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね

全部が当該非適格分割等により当該非適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は譲受け法人に移

転をするもの（法法 62 の 8①、法令 123 の 10①） 

 

4. 開始加入日後に資産調整勘定対応金額等が消滅する場合 

3 のように、対象子法人についての資産調整勘定対応金額等は、原則として、その開始加入日において株式を保有する法

人が、対象株式をいかに取得したかに応じて把握されるが、その後の経過により零とされる場合があるため、どのような場合に

消滅するかについて確認する。 

(1) 開始加入日以後に非適格合併等が行われた場合 

開始加入日から投資簿価修正事由が生じた時の直前までの間に、当該対象子法人を被合併法人・分割法人・現物出資

法人・事業移転法人とする非適格合併等が行われた場合には、当該対象子法人についての資産調整勘定対応金額等は

零とされる（法令 119 の 3⑥二柱書かっこ書）。 

ここでの非適格合併等とは、３(3)と同様に法人税法 62 の 8①におけるものとされているため、詳細は３(3)をご参照いただき

たい。 

(2) 主要な事業の継続が見込まれないことにより離脱等に伴う資産の時価評価の対象になる場合 

資産調整勘定対応金額等の加算については、その対象子法人から、主要な事業の継続が見込まれないことにより、離脱時

の時価評価の対象となる法人が除かれており（法令 119 の 3⑥柱書かっこ書、法法 64 の 13①一）、資産調整勘定対

応金額等の加算は行われない。 

 

5. そのほか開始加入日後に移動がある場合 

4 の資産調整勘定対応金額等が消滅する場合以外で、開始加入日後に移動がある場合について確認する。 

(1) 通算グループ内で株式の譲渡が行われる場合 

開始加入日において対象子法人株式を有する法人が、投資簿価修正時まで引き続き当該対象子法人の株式を有してい

ない場合であっても、開始加入日以前に取得をした対象株式は、資産調整勘定対応金額等の計算の対象になることとされ

ている（法基通 2-3-21 の 5）。そのため、開始加入後に通算グループ内で対象子法人株式の譲渡が行われたとしても、資

産調整勘定対応金額等が消滅したり、把握し直されたりすることはない。 

(2) 合併等が行われている場合の取扱い 

1) 通算グループ内適格合併の場合 

対象子法人の開始加入日後、離脱前に、当該対象子法人を合併法人とする通算グループ内適格合併が行われている場

合で、被合併法人調整勘定対応金額がある場合には、その金額が当該対象子法人の資産調整勘定対応金額等に加算

される（法令 119 の 3⑥二柱書かっこ書）。 

被合併法人調整勘定対応金額とは、通算グループ内適格合併に係る被合併法人の株式につき、投資簿価修正において

資産調整勘定対応金額等の加減算を行った場合の加減算額を意味する（法令 119 の 3⑦六）。 

すなわち、適格合併により被合併法人がグループ通算制度を離脱するため、被合併法人株式についての投資簿価修正を行

うことになるが、この時に資産調整勘定対応金額等の加算を行っている場合に限り、その資産調整勘定対応金額等を合併

法人に引き継ぐことになる。適格合併の時の被合併法人株式についての投資簿価修正で資産調整勘定対応金額等の加

減算を行っていない場合には、その合併法人が通算グループを離脱する場合において被合併法人に関する資産調整勘定対

応金額等を加算することはできないため、留意が必要である。 

なお、連結納税から自動移行したグループにおいて連結グループ内適格合併が行われていた場合、その親法人が、2022(R4)

年 4 月 1 日以後最初に開始する事業年度終了の日までに、この規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を

記載した書類（R4 改正法規附則 2①）を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該連結グループ内適格合併

を通算グループ内適格合併とみなし、被合併法人における資産調整勘定等対応金額として計算される金額についても、被

合併法人調整勘定対応金額とみなして加算できる（R4 改正法令附則 6③）。 
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2) その他の適格組織再編の場合 

対象子法人が開始加入日後・離脱前に、当該対象子法人が適格分割等のその他の適格組織再編を行った場合、特別な

規定なく、当該対象子法人株式に係る資産調整勘定対応金額等には影響ないと考えられる。組織再編による移転先の

法人に資産調整勘定対応金額等が移転することも無い。 

3) 非適格合併等の場合 

4(1)のように、開始加入日から離脱時の直前までの間に当該対象子法人を被合併法人等とする非適格合併等が行われた

場合には、資産調整勘定対応金額等は零とされる（法令 119 の 3⑥二柱書かっこ書）。 

一方、当該対象子法人を合併法人等とする非適格合併等が行われた場合には、被合併法人等から引き継ぐ金額はない

が、合併法人等である対象子法人としての資産調整勘定対応金額等は特に影響はない。 

 

6. おわりに 

このように、資産調整勘定対応金額等の加算措置は、対象子法人の取得の方法やその後の経過によっては把握対象にな

らなかったり、消滅したりする場合がある。通算子法人の離脱の可能性が無ければ関係ないともいえるが、そうでない場合に

は、通算子法人株式を移動するにあたっては、資産調整勘定対応金額等への影響の有無を確認することが好ましい。 

（東京事務所 大野 久子） 
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